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免税事業者でも他人事ではない！知らなきゃ損する！ 

「インボイス制度」対策セミナー開催 
 令和 5年 10月１日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。 適格請求書等保存

方式では、税務署の登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」（インボイス）の保存

が仕入税額控除の要件となります。 

 免税事業者だから関係ないと思っておられませんか？ 免税事業者であっても課税事業者と取引を行う場

合、課税事業者となり適格請求書の発行が求められることがあります。本セミナーでは、インボイス制度に

ついてのポイントを分かりやすく解説いたします。 

日 時 令和４年６月２１日（火）午後 7時より 

場 所 郡上市産業プラザ ４F交流ホール（郡上市商工会） 

＊今後のインボイスセミナー開催予定：9月：白鳥町 12月：八幡町 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡上市八幡町島谷 130 番地 1 

☎66-2311 FAX 66-2312 

 

郡上市商工会 総代会〈開催日〉令和４年５月２５日(水) 〈会 場〉やまと総合センター(予定) 

    

   青年部 通常 総会 〈開催日〉令和 4 年 5 月２５日(水) 〈会 場〉郡上市産業プラザ (予定) 

 

   女性部 通常 総会  書面 議決 
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【補助対象事業】 策定した「事業計画」に基づいた販路開拓あるいは販路開拓と併せて行う業務効率化のための取り組み 

●商工会地域の小規模事業者 

【補助経費】 ①機械装置等費 ②広報費 ③ウェブサイト関連費 ④展示会等出展費 ⑤旅費 ⑥開発費 ⑦資料購入費 

⑧雑役務費 ⑨借料 ⑩設備処分費 ⑪委託・外注費 

【補 助 率】 補助対象経費の 2／３ 【補助上限額】 50万円[通常枠] 

【申請方法】①申請に必要な書類を作成し、商工会に事業支援計画書の交付を依頼して下さい受付締切日 5月 27日（金） 

②商工会で交付された事業支援計画書を添えて郵送にて申請又は電子申請（補助金申請システム J グランツ） 

【申請締切】 第 8回受付締切：令和 4年 6月 3日（金）[※郵送は当日消印有効、電子申請は 23：59まで受付] 

●提出先 岐阜県商工会連合会 ●申請に関する問合せ 岐阜県商工会連合会（電話 058-201-0182）郡上市商工会（電話 66-2311） 

詳しくは＜商工会地区＞https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請期間：2022年 1月 31日(月)～5月 31日(火)まで 

※申請前に必要な登録確認機関による事前確認は 5月 26日（木）まで 

 

申請期間：2022年 2月 22日(火)～5月 31日(火)まで 

※5/31(火)消印有効 

 

郡上市 

売上減少事業者支援金 

＊対象期間内において、時短要請にかかる協力金の支給を受けている事業者は、本支援金の対象外となります  

＊郡上市へ法人税及び市民税を完納している、中小法人、個人事業者等であること ※チェーン店は対象外 

＊令和４年１月、２月、３月のいずれかの売上高が、過去３年間（令和元年、２年、３年）の同じ月と比較して１５％以

上減少している月があること 

【給付額】＊中小法人：20 万円  (定額)／個人事業者：10 万円  (定額) ※1 回限りの給付です。 

【申請方法・提出先】・・・書面での申請 ※詳しくは郡上市ホームページをご確認ください。 

郡上市指定の申請書類及び添付書類を郡上市役所商工観光部商工課又は各振興事務所振興課へ提出して下さい。 

《お問合せ先》  郡上市役所 商工観光部商工課 ☎：0575-67-1808 

 

申請期間：2022年 4月 18日(月)～5月 31日(火)まで 

 

 

岐阜県 アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金 

【補助対象事業】 アフターコロナに向けた新分野・新事業への展開や地道な販路開拓、業務効率化などの意欲的な取り組み 

●岐阜県内に主たる事業所を有する小規模事業者 

【補助経費】 ①機械装置等費 ②広報費 ③ウェブサイト関連費 ④展示会等出展費 ⑤旅費 ⑥開発費 ⑦資料購入費 

⑧雑役務費 ⑨借料 ⑩委託・外注費 

【補 助 率】 補助対象経費の 2／３以内 【補助上限額】 300万円 

【申請方法】 ①申請に必要な書類を作成し、商工会に事業支援確認書の交付を依頼して下さい 受付締切日 5月 11日（水） 

②商工会で交付された事業支援確認書を添えて郵送にて申請 申請締切令和4年 5月 18日(水) [当日消印有効] 

●提出先（新たなチャレンジ）（公財）岐阜県産業経済振興センター、（サービス産業・製造業その他産業）岐阜県商工会連合会 

●申請に関する問合せ 商工会(電話 66-2311)詳しくは岐阜県産業経済振興センター、岐阜県商工会連合会ホームページをご覧ください 

令和元年度補正予算・令和 3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 

郡上市チ ャ レ ン ジ小規模事業者応援補助金 

【補助対象事業】アフターコロナに向けて、事業・業態転換、新分野展開、新事業・現事業の拡充に意欲的に取組む事業者 

●郡上市内の小規模事業者で令和４年４月１日時点で営業実態があること。（許認可等必要な場合は許認可を受けていること） 

●個人の場合は郡上市に住民登録があること。法人の場合は法人登記があること。（令和４年４月１日時点） 

【補助経費】①機械装置等費（機械装置、工具器具、備品等（設置に係る工事費等込み）の購入 

      ②外注費（店舗等の改修費等） ※令和５年２月２０日までに実施し支払を完了したもの 

【補 助 率】補助対象経費の２/３【補助上限額】１００万円 

【受付期間】令和４年４月１日より受付開始…※予算に達し次第終了 

【申請方法】①申請書類作成前に、事業概要が分かる書類を持参し、郡上市商工観光部商工課へ事前相談 

②郡上市役所商工観光部商工課へ提出（交付決定後、事業着工） 
※郡上市ホームページ及び郡上市商工課、各振興事務所にある『郡上市チャレンジ小規模事業者応援補助金の手引き』をご確認下さい 
 

持続的な経営に向け販路開拓等に取組む為の補助金 

事業転換・新事業・現事業拡充に取り組む為の補助金 

新分野への展開や地道な販路開拓などに取組む為の補助金 
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tel:0575-67-1808

